
（　 ）　平城京東西市における市司と市人（市川）1

は
じ
め
に

　

平
城
京
東
西
市
は
、
栄
原
永
遠
男
氏
に
よ
っ
て
「
官
人
と
官
司
の
た
め
に
設
置
さ

れ
た
市
―
官
人
の
私
経
済
と
官
司
の
財
政
を
維
持
し
、
か
つ
保
護
す
る
た
め
の
中
央

市
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
物
々
交
換
の
場
と
し
て

自
然
発
生
し
、
商
業
や
手
工
業
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
成
長
し
た
の
で
は
な
く
、
人

為
的
・
計
画
的
に
設
置
さ
れ
た
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
櫛
木
謙
周
氏
・
舘
野
和
己

氏
の
研
究
に
よ
り
、
東
西
市
の
概
要
は
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
こ
れ
以
降
、
研
究

が
頭
打
ち
に
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
少
し
視
点
を
変
え
て
東

西
市
を
論
じ
た
い
と
思
う
。

一
、
市
司
の
価
長

　

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
平
城
京
東
西
市
に
お
け
る
売
買
方
法
で
あ
る
。
関
市
令

に
は
次
の
規
定
が
あ
る
。

［
史
料
１
］
関
市
令
20
除
官
市
買
条

　

凡
除
二
官
市
買
一
者
。
皆
就
レ
市
交
易
。
不
レ
得
下
坐
召
二
物
主
一
。
乖
中
違
時
価
上
。

不
レ
論
二
官
私
一
。
交
付
二
其
価
一
。
不
レ
得
二
懸
違
一
。

　

こ
こ
で
は
官
の
物
品
購
入
以
外
は
、
す
べ
て
市
に
お
い
て
交
易
す
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
時
価
を
基
準
に
し
て
値
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
⒜
「
交
付
二
其
価
一
」
は
、
宮
川
麻
紀
氏
が
「
売
り
手
と
買
い

手
が
と
も
に
価
格
を
つ
け
る
こ
と
」
と
解
釈
し
た
ご
と
く
、
売
り
手
と
買
い
手
と
の

交
渉
で
価
格
が
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
今
日
の
よ
う
に
、
売
り
手
が
決
め
た
価
格

が
商
品
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
売
買
に
お
い
て
は
、
必
ず
価
格
交
渉

が
行
わ
れ
て
い
た
―
こ
の
点
が
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し

て
価
格
交
渉
に
留
意
す
れ
ば
、
市
司
に
所
属
す
る
価
長
の
役
割
も
想
像
が
つ
く
。

［
史
料
２
］
職
員
令
67
東
市
司
条

　
　

東
市
司　
西
市
司
准
レ
此

　
　

正
一
人
。
掌
。
財
貨
交
易
。
器
物
真
偽
。
度
量
軽
重
。
売
買
估
価
。
禁
―二
察
非
違
一
事
。
佑

一
人
。
令
史
一
人
。
価
長
五
人
。
物
部
二
十
人
。
使
部
十
人
。
直
丁
一
人
。

　
「
平
二
物
価
一
市
易
」（
職
員
令
７
内
蔵
寮
条
）
を
職
掌
と
す
る
価
長
は
、
市
司
に

五
人
、
東
西
あ
わ
せ
る
と
合
計
一
〇
人
が
所
属
し
て
い
る
。
他
に
は
内
蔵
省
に
二
人
、

大
蔵
省
に
四
人
（
職
員
令
33
大
蔵
省
条
）
が
所
属
し
て
い
る
。
両
官
司
に
共
通
す
る

の
は
、
天
皇
や
国
家
が
必
要
と
す
る
物
品
を
調
達
・
保
管
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
品
を
頻
繁
に
購
入
す
る
た
め
に
、
価
長
が
置
か
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
役
割
は
、
売
り
手
と
の
価
格
交
渉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

市
司
の
価
長
は
、
そ
の
他
の
官
司
が
物
品
を
購
入
す
る
際
に
、
買
い
手
に
代
わ
っ
て

価
格
を
交
渉
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
価
長
の
実
例
と
し
て
、
次
の
史
料
が
あ
る
。

〔
史
料
３
〕
天
平
宝
字
四
年
六
月
十
五
日
付
土
師
男
成
銭
用
文
（『
大
日
本
古
文
書
』

（
１
）

（
２
）

（
３
）

⒜

（
４
）

⒜

⒝

（
５
）

（
６
）

研
究
報
告平

城
京
東
西
市
に
お
け
る
市
司
と
市
人

市　
　

川　
　

理　
　

恵
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十
四
ノ
三
四
八
～
三
四
九
）

　

合
銭
五
十
貫
□

　
　

用
十
貫
五
百
四
十
五
文

　
　
　

七
十
文　
　
　
　
　
　

充
下
自
二
泉
津
一
運
比
蘇
木
雇
車
一
両
賃
上

　
　
　

八
百
五
十
文　
　
　
　

充
二
運
氷
駄
十
五
匹
功
一

　
　
　

四
十
六
文　
　
　
　
　

充
二
買
堝
三
十
六
口
并
運
人
功
一

　
　
　

三
十
文　
　
　
　
　
　

充
二
買
紙
三
十
張
直
一

　
　
　

五
貫
五
十
五
文　
　
　

充
二
雑
物
直
一
東
市
付
二
価
長
志
貴
得
万
呂
一

　
　
　

百
五
十
文　
　
　
　
　

充
二
布
乃
理
十
斤
直
一

　
　
　

四
十
文　
　
　
　
　
　

充
二
前
薦
十
枚
直
一

　
　
　

四
貫
二
百
十
六
文　
　

充
二
買
雑
物
直
一
西
市
付
二
小
豆
公
万
呂
一

　
　
　

三
十
八
文　
　
　
　
　

充
二
買
氷
直
一

　
　
　

五
十
文　
　
　
　
　
　

充
二
自
レ
市
運
銭
雇
人
功
一

　
　

残
三
十
九
貫
四
百
五
十
五
文　

三
貫
七
百
五
十
文
未
レ
進
レ
自
二
主
水
司
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
三
十
五
貫
七
百
五
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
六
月
十
五
日　

土
師
男
成

　
「
前
件
銭
借
収
二
司
家
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
史
生
上
毛
野
牛
養
」

　
「
以
二
六
月
十
九
日
一
、
依
レ
牒
、
充
二
三
綱
所
一
銭
二
十
九
貫
九
百
六
十
文

　
　

知
判
官
下
曰
佐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
倉
人　

調
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
毛
野
広
長
」

　
「
銭
五
貫
七
百
四
十
五
文　

付
史
生
三
尾
張
隅
足
」

　

こ
れ
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
六
月
十
五
日
付
で
⒞
土
師
男
成
に
よ
り
五
〇

貫
の
用
途
と
残
金
が
記
さ
れ
た
も
の
で
、
残
金
三
九
貫
四
五
五
文
の
う
ち
、
現
在
、

手
元
に
残
っ
て
い
る
の
は
三
五
貫
七
〇
五
文
で
、
六
月
十
九
日
に
三
綱
所
に
二
九
貫

九
六
〇
文
を
充
て
、
残
り
五
貫
七
四
五
文
は
⒡
三
尾
張
隅
足
に
付
さ
れ
て
い
る
。
⒞

土
師
男
成
は
、同
二
年
八
月
二
十
八
日
に
造
東
大
寺
司
史
生
と
み
え（
四
ノ
二
九
三
）、

⒠
「
日
佐
」
も
同
文
書
に
「
造
東
大
寺
司
判
官
」「
日
佐
若
麻
呂
」
と
み
え
る
（
四

ノ
三
九
七
）。
ま
た
大
史
生
の
⒟
上
毛
野
牛
養
は
、
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
十

二
月
二
十
一
日
に
は
紫
微
中
台
少
疏
と
み
え
（
三
ノ
六
四
〇
）、
史
生
⒡
三
尾
張
隅

足
は
、
天
平
宝
字
二
年
九
月
十
二
日
に
「
坤
宮
後
坐
」
と
み
え
る
三
尾
隅
足
で
あ
る

（
四
ノ
三
一
四
）。
同
四
年
六
月
七
日
の
光
明
皇
太
后
崩
御
に
と
も
な
い
、
そ
の
日

の
う
ち
に
装
束
司
・
山
作
司
・
養
民
司
・
前
後
次
第
司
か
ら
な
る
葬
司
が
任
命
さ

れ
、
ま
た
七
七
斎
に
供
す
る
た
め
の
称
讃
浄
土
経
一
八
〇
〇
巻
の
書
写
命
令
が
発
せ

ら
れ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
年
六
月
乙
丑
〈
七
〉
条
、
十
四
ノ
四
〇
九
～
四
一
〇
）。

そ
し
て
七
月
十
六
日
に
葬
送
が
行
わ
れ
、
同
月
二
十
六
日
に
七
七
斎
が
設
け
ら
れ
た

（『
続
紀
』
同
年
七
月
癸
卯
〈
十
六
〉
日
条
、
同
年
同
月
癸
丑
〈
二
十
六
〉
条
）。〔
史

料
３
〕
か
ら
は
、
こ
の
一
連
の
行
事
に
用
い
る
べ
き
五
〇
貫
を
造
東
大
寺
司
官
人
が

差
配
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

造
東
大
寺
司
は
東
市
庄
と
西
市
庄
を
持
ち
、
写
経
事
業
の
必
要
物
資
は
こ
の
市
庄

の
領
を
通
じ
て
購
入
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、〔
史
料
３
〕
で
は
市
司
の
⒜
価

長
の
他
、
宮
内
省
被
管
の
⒝
主
水
司
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
（
職
員
令
53
主
水
司
条
）、

造
東
大
寺
司
と
い
う
枠
を
超
え
、
国
家
的
葬
送
と
し
て
複
数
の
官
司
が
関
わ
っ
た
。

⒜
価
長
志
貴
得
万
呂
は
東
市
司
に
所
属
す
る
価
長
で
あ
り
、
小
豆
公
万
呂
は
西
市
司

の
価
長
で
あ
ろ
う
。
吉
田
孝
氏
は
、
こ
の
〔
史
料
３
〕
は
「（
造
東
大
寺
司
史
生
と

推
定
さ
れ
る
）
土
師
男
成
が
、（
お
そ
ら
く
は
坤
宮
官
の
）
購
入
物
の
直
銭
を
東
市

と
西
市
の
価
長
に
渡
し
た
」
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
価
格
交
渉
を
担
当
し
た
東
西

市
司
の
価
長
に
、
直
接
代
金
を
渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
史
料
も
、
国
家
的
葬
送
に
お
け
る
物
資
購
入
の
例
で
あ
り
、
市
司
が
関
わ
っ

て
い
る
。

〔
史
料
４
〕
天
平
七
年
十
一
月
二
十
日
付
左
京
職
符
（
一
ノ
六
三
二
～
六
三
三
）

　

職
符　

東
市
司

　
　

琉
璃
玉
四
口　
径
二
寸
、
若
無
者
壺
一
十
許
口

（
文
）

⒜

⒝
⒞

⒟

⒠

⒡

（
７
）

（
８
）

⒜
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�　

右
、
平
―二
章
其
価
一
、
便
付
―二
遣
使
坊
令
御
母
石
勝
一
、
進
―二
送
舎
人
親
王
葬

装
束
所
一
、
符
到
奉
行
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
進
大
津
連
船
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
属
四
比
元
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
日

　

舎
人
親
王
は
天
平
七
年
（
七
三
五
）
十
一
月
十
四
日
に
薨
去
し
て
お
り
（『
続
紀
』

同
年
十
一
月
乙
丑
〈
十
四
〉
条
）、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
設
置
さ
れ
た
葬
装
束
所
が
、

葬
儀
に
必
要
な
琉
璃
玉
四
口
の
価
格
を
左
京
職
に
問
い
合
わ
せ
た
。
左
京
職
は
こ
れ

を
う
け
て
東
市
司
に
、
交
渉
の
う
え
決
定
し
た
価
格
を
、
使
で
あ
る
坊
令
の
御
母
石

勝
に
付
し
、
装
束
所
に
報
告
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
栄
原
氏
は
⒝

「
平
―二
章
其
価
一
」
を
「
価
格
調
査
」
と
解
釈
し
、
さ
ら
に
「
左
京
職
に
は
、
東
市

司
が
作
成
し
た
「
簿
」
が
集
積
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
左
京
職
は
こ
れ
に

よ
っ
て
価
格
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
た
め
て
東
市

司
に
調
査
を
命
じ
て
い
る
の
は
、
左
京
職
の
も
っ
て
い
る
情
報
が
役
に
立
た
な
か
っ

た
た
め
」
で
あ
る
と
し
、
デ
ー
タ
の
古
さ
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
。
市
司
の
估
価
簿

は
、
関
市
令
12
毎
肆
立
標
条
で
は
「
凡
市
。
毎
レ
肆
立
レ
標
題
二
行
名
一
。
市
司
准
二
貨

物
時
価
一
。
為
二
三
等
一
。
十
日
為
二
一
簿
一
。
在
レ
市
案
記
。
季
別
各
申
二
本
司
一
」
と

あ
り
、
市
司
が
十
日
ご
と
に
一
簿
を
造
り
、
三
ヶ
月
ご
と
に
京
職
に
提
出
す
る
と
あ

り
、
同
条
の
令
義
解
に
よ
れ
ば
、
品
物
の
種
類
ご
と
に
品
質
に
よ
っ
て
上
中
下
三
等

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
実
際
に
交
易
さ
れ
た
値
段
を
上
中
下
三
等
に
分
け
て
記

録
す
る
と
す
る
。

　

估
価
は
、
市
司
が
設
定
す
る
価
格
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、
市
司
に
は
価
格
を
決

定
す
る
権
限
は
な
く
、価
格
は
あ
く
ま
で
も
売
り
手
と
買
い
手
の
間
で
決
定
さ
れ
る
。

市
司
が
作
成
す
る
估
価
簿
は
、
交
渉
に
よ
り
合
意
に
い
た
っ
た
価
格
を
集
積
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
估
価
簿
は
本
来
、
太
政
官
に
送
ら
れ
る
業
務
報
告
書
で
、
市
司

の
価
長
の
実
績
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
い
つ

し
か
実
際
の
価
格
交
渉
の
場
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
強
制

力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
、
市
司
の
活
動

　

次
に
平
城
京
東
西
市
に
お
け
る
市
司
の
役
割
を
考
え
直
し
た
い
。市
司
に
は
、〔
史

料
２
〕
職
員
令
67
東
市
司
条
に
あ
る
よ
う
に
⒝
物
部
二
〇
人
が
所
属
し
、
こ
れ
は
西

市
司
と
あ
わ
せ
る
と
四
〇
人
に
な
り
、
刑
部
省
被
管
の
囚
獄
司
の
四
〇
人
に
匹
敵
す

る
（
職
員
令
32
囚
獄
司
条
）。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
多
く
の
物
部
が
市
司
に
所
属
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
物
部
は
罪
人
を
決
罰
す
る
伴
部
で
あ
り
、「
凡
決

二
大
辟
罪
一
。
皆
於
レ
市
（
略
）」（
獄
令
７
決
大
辟
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
死
刑
は
市

で
執
行
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
実
態
と
し
て
は
、政
治
犯
や
殺
人
・
傷
害
・
窃
盗
と
い
っ
た
犯
罪
よ
り
も
、

経
済
活
動
に
関
す
る
犯
罪
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
関
市
令
に
は
経
済
犯

罪
に
関
す
る
記
述
が
多
い
。
関
市
令
17
出
売
条
に
は
「
凡
出
売
者
。
勿
レ
為
二
行
濫
一
。

其
横
刀
。
槍
。
鞍
。
漆
器
之
属
者
。
各
令
レ
題
二
鑿
造
者
姓
名
一
」、
関
市
令
19
行
濫

条
に
は
「
凡
以
二
行
濫
之
物
一
交
易
者
。
没
官
。
短
狭
不
如
法
者
。
還
レ
主
」、
関
市

令
14
官
私
権
衡
条
に
は
「
凡
官
私
権
衡
度
量
。
毎
レ
年
二
月
。
詣
二
大
蔵
省
一
平
校
。

不
レ
在
レ
京
者
。
詣
二
所
在
国
司
一
平
校
。
然
後
聴
レ
用
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
栄
原
永

遠
男
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
粗
悪
品
を
売
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
お
よ
び
横
刀
・

槍
・
鞍
・
漆
器
の
類
に
製
作
者
の
姓
名
を
記
す
べ
き
こ
と
、
欠
陥
品
や
偽
物
を
売
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
ら
の
物
品
は
官
に
没
収
し
、
ま
た
規
格
に
み
た
な
い
品

物
は
持
ち
主
に
返
却
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
売
買
に
用
い
る
称
・
度
・
斛
な
ど
の

計
量
器
具
は
、
大
蔵
省
・
国
司
の
検
査
を
合
格
し
た
も
の
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
販
売
品
や
計
量
器
具
に
対
す
る
不
正
を
取
り
締
ま
る
も
の
で
あ

り
、
市
に
お
け
る
公
正
な
売
買
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
価
格
交
渉
に
お

い
て
も
、
延
喜
東
西
市
式
４
増
直
条
で
「
凡
商
賈
之
輩
、
沽
価
之
外
、
若
有
下
妄
増
二

⒝（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）



東京大学史料編纂所研究紀要　第28号　2018年３月　（　 ）4

物
直
一
者
上
。
不
レ
論
二
蔭
贖
一
。
登
時
見
決
」
と
あ
り
、
み
だ
り
に
販
売
品
の
価
格
を

上
げ
た
場
合
は
、
そ
の
場
で
処
罰
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
市
司
は
銭
貨
の
流
通
に
お
い
て
も
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

〔
史
料
５
〕『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
九
月
甲
辰
（
二
十
）
条

　
　

制
、
自
レ
今
以
後
、
不
レ
得
レ
択
レ
銭
。
若
有
下
実
知
二
官
銭
一
。
輙
嫌
択
者
上
。
勅

使
レ
杖
一
百
。
其
濫
銭
者
、
主
客
相
対
破
レ
之
。
即
送
二
市
司
一
。

　

古
代
国
家
は
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
八
月
に
和
同
開
珎
を
発
行
し
た
が
（『
続
紀
』

同
年
八
月
己
巳
〈
十
〉
条
）、
鋳
造
不
良
の
銭
貨
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
撰
銭
（
＝

択
銭
）
が
禁
止
さ
れ
、
見
つ
か
っ
た
場
合
は
杖
一
〇
〇
が
科
さ
れ
た
。
銭
貨
は
、
古

代
国
家
の
膝
元
で
あ
る
平
城
京
の
東
西
市
に
お
い
て
こ
そ
、
流
通
を
促
進
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
和
同
開
珎
は
地
金
の
銅
に
対
し
、
は
る
か
に
高
い
法
定

価
値
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
国
家
に
よ
っ
て
地
金
の
銀
や
穀
・
布
と
の
交
換
比
率
が

示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
交
換
比
率
は
国
家
の
威
信
を
懸
け
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
三
月
十
六
日
に
万
年
通
宝
が
発
行

さ
れ
た
際
に
は
、「
以
レ
一
当
二
旧
銭
之
十
一
」（『
続
紀
』
同
年
三
月
丁
丑
〈
十
六
〉
条
）

と
あ
る
よ
う
に
和
同
開
珎
の
十
倍
の
法
定
価
値
が
付
与
さ
れ
、
造
石
山
寺
所
関
係
文

書
か
ら
こ
の
法
定
価
値
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
十
五
ノ
一
八
九
、
一

九
〇
、
一
九
八
な
ど
）。

　

ま
た
銭
貨
に
付
与
し
た
高
い
法
定
価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
私
鋳
銭
を
厳
重
に
取

り
締
ま
っ
て
い
た
。〔
史
料
５
〕の
後
半
部
分
に
は
⒜「
其
濫
銭
者
。主
客
相
対
破
レ
之
。

即
送
二
市
司
一
」
と
あ
り
、
濫
銭
、
す
な
わ
ち
私
鋳
銭
は
主
と
客
と
が
相
対
し
て
破

棄
し
、
市
司
に
送
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
私
鋳
銭
が
東
西
市
を
中
心
に
出
回
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
市
司
に
私
鋳
銭
の
見
本
を
置
く
こ
と
で
、
周
知

を
計
り
、
摘
発
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
市
司
は
、「
銭

貨
の
番
人
」
た
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

関
市
令
11
市
恒
条
に
「
凡
市
。
恒
以
二
午
時
一
集
。
日
入
前
。
撃
二
鼓
三
度
一
散
」

と
あ
る
よ
う
に
、
東
西
市
は
正
午
の
前
後
か
ら
日
没
ま
で
、
つ
ま
り
日
中
の
明
る
い

時
間
に
開
か
れ
て
い
た
。
日
没
後
に
売
買
が
行
わ
れ
な
い
の
は
、
販
売
品
・
計
量
器

具
の
不
正
や
私
鋳
銭
を
見
破
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
市
が
開
か
れ
て

い
る
間
は
、
市
司
の
官
人
が
総
出
で
肆
を
見
廻
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。〔
史
料
２
〕

職
員
令
67
東
市
司
条
の
市
司
の
正
の
職
掌
に
「
財
貨
交
易
。
器
物
真
偽
。
度
量
軽
重
。

売
買
估
価
。
禁
―二
察
非
違
一
事
」
と
あ
り
、
考
課
令
43
最
条
に
「
市
廛
不
レ
擾
。
姧
濫

不
レ
行
。
為
二
市
司
之
最
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
市
司
は
東
西
市
に
お
け
る
公
正
な
売

買
を
実
現
し
、
ま
た
国
家
が
定
め
た
度
量
衡
や
銭
貨
の
法
定
価
値
を
遵
守
さ
せ
る
た

め
の
「
取
り
締
ま
り
」
の
官
司
で
あ
っ
た
。

三
、
市
人
の
交
易

　

販
売
品
や
計
量
器
具
の
不
正
と
私
鋳
銭
の
摘
発
、銭
貨
の
法
定
価
値
の
遵
守
な
ど
、

市
司
に
は
監
視
す
べ
き
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
こ
と
が
ら
を
、「
正

一
人
・
佑
一
人
・
令
史
一
人
・
価
長
五
人
・
物
部
二
十
人
・
使
部
十
人
・
直
丁
一

人
」で
構
成
さ
れ
る
市
司
の
官
人
だ
け
で
取
り
締
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

実
際
に
は
市
人
が
、
市
司
と
連
携
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

市
人
と
は
延
喜
東
西
市
式
６
市
人
籍
帳
条
に
「
凡
市
人
籍
帳
、
毎
年
造
進
」
と
あ

り
、
毎
年
市
司
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
市
人
籍
帳
に
登
録
さ
れ
る
人
々
で
あ
る
。
彼

ら
は
後
述
の
〔
史
料
11
〕
に
⒟
「
別
置
二
市
籍
一
者
、
専
事
二
商
賈
一
不
レ
預
二
他
業
一
」

と
あ
る
よ
う
に
、
東
西
市
で
の
商
い
を
専
業
と
す
る
人
々
で
、
延
暦
十
三
年
（
七
九

四
）
の
平
安
京
遷
都
の
時
に
は
、「
遷
二
東
西
市
於
新
京
一
。
且
造
二
廛
舎
一
。
且
遷
二

市
人
一
」（『
日
本
紀
略
』
同
年
七
月
辛
未
〈
一
〉
条
）
と
あ
り
、
東
西
市
と
と
も
に

市
人
も
遷
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、東
西
市
の
構
成
員
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

彼
ら
が
市
司
と
従
属
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
市
人
籍
帳
で
管
理
さ
れ
、
ま
た
延
喜

刑
部
式
20
決
罪
条
に
「
行
決
之
日
、
丞
録
各
一
人
、
引
二
囚
獄
官
人
并
物
部
丁
一
、

赴
―二
向
市
司
一
。
便
令
三
本
司
喚
―二
集
市
人
一
、
列
―二
立
司
南
門
一
。
示
レ
衆
決
レ
之
」

⒜

（
13
）

（
14
）

（
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）（
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）

（
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）
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と
あ
る
よ
う
に
、
市
に
お
い
て
刑
が
執
行
さ
れ
る
時
は
、
市
司
に
よ
っ
て
呼
び
集
め

ら
れ
、
市
司
の
南
門
に
列
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
市
人
は
東
西
市
に
お
け
る
交
易
を
保
護
さ
れ
て
い
た
。
雑
令
に
は
次
の
規

定
が
あ
る
。

〔
史
料
６
〕
雑
令
24
皇
親
条

　

凡
皇
親
及
五
位
以
上
。
不
レ
得
下
遣
二
帳
内
資
人
。
及
家
人
奴
婢
等
一
。
定
二
市
肆
一

興
販
上
。
其
於
レ
市
沽
売
。
出
挙
。
及
遣
レ
人
於
二
外
処
一
貿
易
。
往
来
者
。
不
レ
在
二

此
例
一
。

　

こ
こ
で
は
皇
親
お
よ
び
五
位
以
上
の
有
位
者
は
、
市
肆
を
定
め
て
商
行
為
を
す
る

こ
と
を
禁
止
し
て
お
り
、
貴
族
の
東
西
市
で
の
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

延
喜
弾
正
式
108
市
人
集
時
条
で
は
、
弾
正
台
の
巡
行
の
時
に
市
人
に
「
又
問
有
下
皇

親
及
五
位
以
上
、遣
二
帳
内
資
人
若
家
人
奴
婢
等
一
興
販
、与
二
百
姓
一
倶
争
レ
利
者
上
耶
」

と
尋
ね
て
お
り
、
皇
親
や
五
位
以
上
が
帳
内
・
資
人
・
家
人
・
奴
婢
を
遣
わ
し
て
商

い
を
し
、
百
姓
と
利
を
争
っ
て
い
な
い
か
、
確
認
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
市
人

は
東
西
市
の
構
成
員
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
市
司
に
従
属
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

東
西
市
に
お
け
る
交
易
活
動
を
保
護
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
市
人
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
人
々
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯

一
の
実
例
と
し
て
次
の
木
簡
が
あ
る
。

〔
史
料
７
〕『
木
簡
研
究
』
六
ノ
一
一
頁
―
二
（
一
八
）

　

・
東
□
交
易
銭
計
絁
廛
人
服
部

　

・
真
吉

　

こ
れ
は
平
城
宮
の
第
二
次
大
極
殿
、内
裏
の
東
外
郭
の
東
方
で
出
土
し
た
も
の
で
、

「
東
市
交
易
銭
」
と
み
え
る
。
類
似
の
木
簡
と
し
て
、
平
城
宮
内
裏
北
方
官
衙
地
区

か
ら
出
土
し
た
「
西
市
交
易
銭
」（『
平
城
宮
木
簡
一
』
四
八
七
）
や
「
西
市
司
交
易

銭
」（『
同
』
四
八
九
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
銭
さ
し
（
ひ
も
に
通
し
て
ま
と
め
た
銭
）

に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
付
け
札
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
何
ら
か
の
官
司

が
物
資
を
西
市
で
売
却
し
て
得
た
銭
が
宮
内
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。〔
史

料
７
〕
の
木
簡
を
栄
原
永
遠
男
氏
は
、「
東
市
の
絁
廛
人
の
服
部
真
吉
な
る
市
人
が

『
計
』
っ
た
、
す
な
わ
ち
勘
定
し
た
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
銭
は
東
市
で
絁
を
売

却
し
て
入
手
し
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
服
部
真
吉
な
る
人
物
が
「
廛
人
」
＝
市
人
の

名
前
が
は
じ
め
て
判
明
し
た
例
で
あ
り
、『
新
撰
姓
氏
録
』
摂
津
国
神
別
で
は
、
服

部
連
は
機
織
（
は
た
お
り
）
を
職
と
す
る
服
部
の
伴
造
氏
族
で
あ
り
、
允
恭
天
皇
の

世
に
織
部
司
に
任
ぜ
ら
れ
、
諸
国
の
織
部
を
総
領
し
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
。
こ
の

よ
う
な
人
々
が
市
人
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
古
代
国
家
は
生
産
者
を
率
い
る
伴
造
を

市
人
と
し
て
設
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
生
産
者
が
物
資
を
国
家
に
貢
納

し
た
後
、
そ
の
余
剰
品
を
東
西
市
で
販
売
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

古
代
国
家
は
先
行
諸
説
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
物
収
取
・
現
物
支

給
を
想
定
し
、
予
め
中
央
官
司
が
必
要
な
も
の
の
品
目
・
数
量
を
計
算
し
、
そ
れ
を

そ
れ
ぞ
れ
の
諸
国
に
割
当
て
、
現
物
で
徴
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
原

則
と
し
て
交
易
は
必
要
な
い
が
、
い
く
ら
厳
密
に
計
画
を
た
て
て
も
、
中
央
官
司
が

必
要
な
も
の
を
過
不
足
な
く
完
璧
に
揃
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
不
足

品
を
購
入
し
、
余
剰
品
を
売
却
す
る
場
と
し
て
東
西
市
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
れ
ば
、
市
人
が
生
産
者
を
率
い
る
伴
造
で
あ
っ
て
も
、
不

自
然
で
は
な
い
と
考
え
る
。

四
、
八
世
紀
の
東
西
市

１　

発
展
す
る
東
西
市

　

古
代
国
家
が
設
定
し
た
市
人
は
、
東
西
市
に
物
資
を
供
給
す
る
人
々
で
あ
る
。
し

か
し
彼
ら
が
供
給
す
る
物
資
は
、
あ
く
ま
で
も
恒
常
的
な
官
司
運
営
に
用
い
る
も
の

で
あ
り
、
臨
時
の
造
営
事
業
や
写
経
事
業
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
八
世
紀
に
は
、
遷
都
特
需
と
も
い
う
べ
き
、
度
重
な
る
遷
都
に
よ
る
都
城
の

造
営
、
そ
し
て
仏
教
特
需
と
も
い
う
べ
き
、
大
規
模
な
写
経
事
業
や
大
寺
院
の
造
営
、

〔
市
カ
〕

（
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仏
像
・
仏
画
の
製
作
が
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
次
の
史
料
か
ら
は
当
時
の
東
西
市
の

様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

〔
史
料
８
〕
天
平
宝
字
二
年
八
月
四
日
付
東
市
庄
解
（
四
ノ
二
八
六
）

　

東
市
庄
解　

申
三
買
進
―二
上
珠
丁
軸
一
事

　

合
四
百
枝　
長
三
百
枝

短
一
百
枝　
　
　

直
六
百
文　
二
枝
充
二
三
文
一

　
　

右
、
随
二
市
内
在
一
買
取
、
且
進
上
如
レ
件
、
以
解
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
二
年
八
月
四
日　

呉
原
飯
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
石
阿
古
麻
呂

　

造
東
大
寺
司
の
東
市
庄
領
が
写
経
所
に
、
珠
丁
軸
四
〇
〇
枝
を
購
入
・
進
上
し
た

こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
⒜
「
随
二
市
内
在
一
買
取
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
市
で

買
え
る
だ
け
の
珠
丁
軸
を
買
っ
た
と
あ
る
。
山
本
幸
男
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
天
平

宝
字
二
年
（
七
五
八
）
六
月
十
六
日
宣
に
よ
る
金
剛
般
若
経
一
〇
〇
〇
巻
（
千
巻
経
）

の
写
経
事
業
用
の
軸
で
、
写
千
巻
経
所
銭
并
紙
衣
等
納
帳
に
「（
八
月
）
十
三
日
収

納
朱
頂
軸
四
百
枚
／
右
、
東
市
庄
領
等
買
取
進
上
、
領
納
如
レ
件
」
と
あ
り
（
十
三

ノ
二
四
九
）、
十
三
日
に
収
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）

は
、
こ
の
千
巻
経
を
は
じ
め
、
七
月
四
日
宣
に
よ
る
千
手
千
眼
経
一
〇
〇
〇
巻
・
新

羂
索
経
一
〇
部
二
八
〇
巻
・
薬
師
経
一
二
〇
巻
（
千
四
百
巻
経
）、
八
月
十
六
日
宣

に
よ
る
金
剛
般
若
経
一
二
〇
〇
巻
（
千
二
百
巻
経
）、
そ
し
て
知
識
大
般
若
経
六
〇

〇
巻
の
書
写
が
行
わ
れ
て
お
り
、
千
四
百
巻
経
写
経
事
業
に
お
い
て
も
、
八
月
六
日

に
西
市
庄
領
等
か
ら
珠
頂
軸
七
二
〇
枚
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
東
市
に
お

い
て
は
四
百
枝
が
限
度
だ
っ
た
の
で
あ
り
、本
来
は
も
っ
と
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

写
経
事
業
は
、
八
世
紀
を
通
し
て
光
明
皇
后
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
構
で
絶
え
間

な
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
他
に
も
内
裏
系
統
写
経
機
構
が
存
在
し
、

さ
ら
に
は
長
屋
王
家
や
北
大
家
（
藤
原
房
前
の
娘
）、
藤
原
仲
麻
呂
家
な
ど
、
貴
族

の
私
宅
に
お
い
て
も
写
経
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
写
経
用
の
物
資

が
常
に
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
〔
史
料
４
〕
で
も
⒜
「
若
無
者
壺
一
十
許

口
」
と
あ
る
よ
う
に
、
瑠
璃
玉
が
な
い
場
合
は
壺
一
〇
許
口
に
代
え
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
東
西
市
で
は
、
慢
性
的
に
物
資
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

中
央
政
府
は
、
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
に
「
諸
国
人
二
十
戸
。
移
―二
附
京
職
一
。

由
二
殖
貨
一
也
」（『
続
紀
』
霊
亀
元
年
六
月
丁
卯
〈
十
七
〉
条
）
と
い
う
措
置
を
と
っ

て
い
る
。
舘
野
和
己
氏
が
「
富
裕
な
交
易
者
を
平
城
京
に
移
し
て
市
人
に
し
て
積
極

的
に
東
西
市
で
営
業
さ
せ
よ
う
と
し
た
措
置
」
と
解
釈
し
た
よ
う
に
、「
貨
」（
し
な
、

商
品
）
を
殖
や
し
、
東
西
市
に
お
け
る
交
易
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、
市
人
を
増

や
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
物
資
の
需
要
増
大
に
備
え
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
中
央
政
府
が
目
を
つ
け
た
の
は
、
商
人
と
し
て
成
長
し
つ

つ
あ
っ
た
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
で
あ
っ
た
。

２　

下
級
官
人
の
交
易

　
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
二
十
四
の
楢
磐
嶋
は
、
遠
距
離
交
易
者
の
代
表
例
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
平
城
京
左
京
に
住
む
磐
嶋
は
、
大
安
寺
か
ら
修
多

羅
分
の
銭
三
〇
貫
を
借
り
て
、
越
前
の
都
魯
鹿
（
敦
賀
）
の
津
ま
で
出
か
け
て
交
易

し
、
入
手
し
た
物
資
を
船
に
載
せ
て
琵
琶
湖
を
南
下
し
て
い
る
。
白
石
ひ
ろ
子
氏
が

述
べ
る
よ
う
に
、「
遠
距
離
交
易
に
お
い
て
は
資
金
調
達
と
物
資
輸
送
を
い
か
に
行

う
か
は
重
要
で
あ
り
、
有
力
な
王
親
貴
族
か
寺
社
の
勢
力
を
借
り
、
そ
の
庇
護
の
下

に
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
」
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
は
じ
ま
り
は
、
単
純
に
公
務
に

便
乗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
強
力
な
中
央
集
権
体
制
が
確
立
し
た
こ

と
に
よ
り
、
調
庸
や
中
男
作
物
・
舂
米
・
交
易
雑
物
な
ど
多
く
の
物
資
が
全
国
か
ら

平
城
京
へ
貢
納
さ
れ
た
。
ま
た
同
時
に
全
国
各
地
か
ら
あ
ら
ゆ
る
人
材
が
、
衛
士
や

仕
丁
と
し
て
徴
発
さ
れ
、
あ
る
い
は
官
人
に
な
る
こ
と
を
志
し
て
平
城
京
へ
向
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

地
方
豪
族
は
郡
司
と
し
て
、
調
庸
の
運
脚
や
役
夫
の
部
領
を
担
当
し
、
そ
の
つ
い

で
に
私
物
を
運
搬
し
て
い
た
。
ま
た
松
原
弘
宣
氏
や
宮
川
麻
紀
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
そ
も
そ
も
地
方
の
市
を
管
理
し
て
い
た
の
は
地
方
豪
族
で
あ
り
、
彼
ら
は
郡
雑

⒜
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任
と
し
て
、
郡
司
の
も
と
で
物
資
の
調
達
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
櫛
木
謙
周
氏

が
述
べ
る
よ
う
に
、『
続
紀
』
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
二
月
庚
寅
（
二
）
条
に
は
「
其

帯
レ
関
国
司
、
商
旅
過
日
、
審
加
二
勘
捜
一
、
附
レ
使
言
上
」
と
あ
り
、
三
関
（
鈴
鹿
・

不
破
・
愛
発
）
を
管
轄
す
る
国
司
に
、
そ
こ
を
と
お
る
「
商
旅
」
の
検
査
を
命
じ
て

い
る
の
で
、八
世
紀
の
初
め
か
ら
遠
隔
地
を
移
動
す
る
商
人
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。

櫛
木
氏
は
商
旅
の
徒
の
出
身
階
層
は
、
地
方
豪
族
層
が
中
心
で
あ
る
と
し
、
喜
田
新

六
氏
は
、
地
方
か
ら
献
銭
し
て
叙
位
さ
れ
た
者
は
地
方
の
富
豪
で
、
中
央
と
の
遠
距

離
交
易
に
よ
っ
て
銭
貨
を
入
手
し
た
と
す
る
。

　

さ
ら
に
中
央
官
司
で
働
く
下
級
官
人
の
大
半
は
、
地
方
豪
族
の
出
身
で
あ
っ
た
。

吉
田
孝
氏
は
官
人
が
同
時
に
商
人
で
あ
り
、
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
に
お
い
て
、

造
東
大
寺
司
主
典
で
造
石
山
寺
所
や
石
山
寺
写
経
所
の
別
当
で
あ
っ
た
安
都
雄
足

が
、
石
山
寺
写
経
所
の
米
を
用
い
て
、
春
に
高
値
で
売
却
し
て
秋
に
安
値
で
購
入
し

て
い
た
こ
と
、
造
石
山
寺
所
の
残
材
を
東
塔
所
の
材
や
雄
足
の
私
材
と
と
も
に
、
高

嶋
山
小
川
津
か
ら
泉
津
に
回
漕
し
、
椙
榑
の
地
域
間
価
格
差
を
利
用
し
て
売
却
す
る

な
ど
し
て
、
利
潤
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
は
公
務
に
便
乗
し
て
交
易
し
、
遠
距
離
交
易

も
行
い
、
地
方
の
市
を
管
理
し
て
い
た
。
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
三
月
二
十
八
日
官

奏
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
）
に
お
い
て
は
、
外
五
位
で
あ
っ
て
も
東
西
市
で
家
人
・

奴
婢
を
市
廛
に
居
住
さ
せ
て
商
売
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
櫛
木
氏
は
、「
外
五
位
は

中
央
の
賤
姓
氏
族
や
地
方
豪
族
に
与
え
ら
れ
た
位
階
」
で
、
こ
れ
は
彼
ら
が
外
五
位

の
位
階
を
得
て
も
引
き
続
き
商
業
へ
進
出
す
る
よ
う
促
し
た
も
の
と
す
る
。
す
な
わ

ち
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
は
、
国
家
の
後
押
し
を
受
け
な
が
ら
交
易
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
彼
ら
は
優
れ
た
手
腕
を
発
揮
し
て
、
東
西
市
に
物
資
を
供
給
し
つ
つ
、
私
富

を
蓄
積
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

３　

貴
族
と
店

　

さ
ら
に
中
央
政
府
は
貴
族
に
も
、商
業
へ
の
進
出
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

櫛
木
氏
は
〔
史
料
６
〕
雑
令
24
皇
親
条
を
唐
令
と
比
較
し
、
日
唐
両
令
と
も
に
市
で

の
興
販
、
す
な
わ
ち
営
利
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
禁
止
の
対
象
が
、
日
本
令
が

「
市
肆
を
定
め
て
」
の
商
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
唐
令
で
は
「
市
廛
に
在
り
て
」

の
商
行
為
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
一
般
的
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
つ
ま
り

日
本
令
で
は
、
貴
族
と
市
肆
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
絶
つ
こ
と
を
目
的
と
す
る

の
に
対
し
て
、
唐
令
で
は
市
に
お
け
る
営
利
活
動
一
般
を
禁
止
す
る
規
定
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
も
っ
と
も
重
要
な
相
違
は
、
日
本
で
は
市
に
お
け
る
沽
売
出
挙
が
容
認

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
唐
令
で
は
市
以
外
の
邸
店
に
お
け
る
沽
売
出
挙
も
禁
止

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
貴
族
層
の
市
に
お
け

る
非
営
利
的
な
販
売
・
出
挙
行
為
が
容
認
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
市
肆
以
外
で
の
商

行
為
も
あ
る
程
度
放
任
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
長
屋
王
家
木
簡
に
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〔
史
料
９
〕『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
一
ノ
二
九
上
（
三
〇
一
）

　
　

・
十
一
月
四
日
店
物　
飯
九
十
九
笥

直
九
十
九
文　
　

別
笥
一
文

　
　

・
酒
五
斗
直
五
十
文　
別
升
一
文

右
銭
一
百
四
十
九
文

　

飯
は
白
米
・
黒
米
・
粟
な
ど
を
炊
い
た
飯
で
あ
り
、
笥
は
食
を
盛
る
曲
物
製
の
容

器
で
あ
る
。
つ
ま
り
飯
は
笥
に
入
れ
ら
れ
て
、
す
ぐ
に
食
べ
ら
れ
る
状
態
で
売
ら
れ

て
い
た
。
十
一
月
五
・
六
・
八
日
の
分
も
あ
り
、
長
屋
王
家
で
は
店
を
構
え
て
、
ほ

ぼ
毎
日
、
飯
と
酒
と
を
販
売
し
て
い
た
。
当
時
、
平
城
京
や
そ
の
他
の
造
営
事
業
の

た
め
に
、
全
国
か
ら
多
く
の
工
人
・
役
夫
が
集
め
ら
れ
て
い
た
。
天
平
六
年
（
七
三

四
）
五
月
一
日
付
「
造
仏
所
作
物
帳
」
で
は
、
技
術
者
の
石
工
で
一
日
一
三
文
、
石

を
運
ぶ
運
丁
で
一
〇
文
（
と
も
に
一
ノ
五
五
七
）、
薪
や
楉
（
し
も
と
、
細
長
く
伸
び

た
若
い
木
の
枝
）
を
採
り
、
あ
る
い
は
市
か
ら
購
入
し
た
物
資
を
運
ぶ
雇
人
で
三
～

五
文
の
功
賃
を
得
て
お
り
（
七
ノ
三
六
）、
食
料
は
別
に
支
給
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ

か
ら
考
え
る
と
、
飯
一
笥
一
文
、
酒
一
升
一
文
と
い
う
価
格
は
、
雇
人
に
と
っ
て
は

少
し
贅
沢
で
あ
る
が
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
は
比
較
的
買
い
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
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い
だ
ろ
う
か
。
酒
が
販
売
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
一
日
の
仕
事
が
終
わ
っ
た
後

に
購
入
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
延
喜
弾
正
式
95
東
西
仕
丁
坊
条
に
は

「
凡
東
西
仕
丁
坊
販
鬻
者
。
一
切
禁
断
。
但
酒
食
者
不
レ
在
二
禁
限
一
」
と
あ
り
、
地

方
か
ら
上
京
し
て
き
た
仕
丁
の
宿
所
が
集
ま
る
坊
で
は
、
物
資
の
販
売
は
禁
止
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
酒
や
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
長
屋

王
の
店
は
、
貴
族
の
商
業
活
動
が
制
限
さ
れ
、
ま
た
日
没
と
と
も
に
店
じ
ま
い
と
な

る
東
西
市
の
中
で
は
な
く
、
工
人
や
役
夫
の
宿
所
の
近
く
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
舘
野
氏
は
「
当
時
従
三
位
な
い
し
正
三
位
の
位
階
を
有
し
、
天
武
天
皇
の

孫
と
い
う
皇
親
貴
族
が
、京
内
に
店
を
出
し
積
極
的
に
交
易
を
行
う
と
い
う
行
為
は
、

我
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
も
の
」
と
述
べ
、
櫛
木
氏
は
、
長
屋
王
家
の
「
余
剰
物
資

の
販
売
活
動
」
と
考
え
、
中
村
太
一
氏
は
こ
れ
で
銭
貨
を
調
達
し
て
い
た
と
解
す
る
。

し
か
し
利
潤
を
獲
得
す
る
た
め
に
販
売
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
長
屋
王
家
は
、

都
に
溢
れ
る
工
人
・
役
夫
た
ち
に
飯
や
酒
を
提
供
し
、
そ
の
食
糧
事
情
を
改
善
し
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
社
会
奉
仕
活
動
で
あ
っ
た
。

五
、
九
世
紀
の
東
西
市

１　

下
級
官
人
と
市
人

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
平
城
京
東
西
市
に
出
店
を
許
さ
れ
て
い
た
の
は
、

市
人
と
下
級
官
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
平
安
京
東
西
市
に
は
、
市
人
と
と
も
に
「
市

籍
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
延
喜
東
西
市
式
10
市
町

居
住
人
条
に
は
「
凡
居
―二
住
市
町
之
輩
一
、
除
二
市
籍
人
一
、
令
レ
進
二
地
子
一
、
即
以

充
二
市
司
廻
四
面
泥
塗
道
橋
及
当
レ
堀
レ
河
等
造
営
料
一
。其
用
帳
年
終
申
送
」と
あ
り
、

市
籍
人
を
除
く
、
市
町
の
居
住
者
か
ら
地
子
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
「
市
司
廻
四
面
泥

塗
道
橋
及
当
レ
堀
レ
河
等
」
の
造
営
料
に
充
て
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
市
人
籍
帳
は
「
市
籍
」
と
も
呼
ば
れ
、
ま
た
「
市
人
」
は
「
市
籍
人
」
と
も
称
さ

れ
て
い
た
。
平
安
京
東
西
市
に
お
い
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
次
の
二
つ
の

官
符
で
あ
る
。
ま
ず
承
和
元
年
十
二
月
二
十
二
日
太
政
官
符
を
見
て
い
き
た
い
。

〔
史
料
10
〕『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
十
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
十
二
月
二
十
二
日

太
政
官
符

　

太
政
官
符

　
　

応
丙
勘
―下
移
補
二
左
右
近
衛
左
右
兵
衛
一
市
廛
百
姓
上
及
決
―乙
罰
主
殿
主
鷹
織
部

等
寮
司
雑
色
駈
使
并
犬
飼
餌
取
等
甲
事

　
　

右
得
二
左
京
職
解
一
偁
。
市
司
解
偁
。
件
等
百
姓
多
任
二
衛
府
一
。
恒
往
二
市
辺
一
。

強
買
不
レ
止
。
殴
冤
無
レ
絶
。
又
主
殿
主
鷹
織
部
等
寮
司
雑
色
駈
使
。
悪
行
既
甚
。

詈
―二
陵
官
人
一
。
因
レ
茲
市
廛
荒
廃
。
公
事
難
レ
堪
。
望
請
。
衛
府
移
―二
送
本
府
一
。

以
従
二
解
却
一
。
自
餘
雑
色
更
不
レ
経
二
本
司
一
。
随
レ
犯
決
罰
。
然
則
暴
乱
永
絶
。
市

廛
安
レ
業
者
。
右
大
臣
宣
。
依
レ
請
。
右
京
〔
職
ヵ
〕
亦
宜
レ
准
レ
此
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

承
和
元
年
十
二
月
二
十
二
日

　

こ
こ
か
ら
近
衛
や
兵
衛
に
補
任
さ
れ
た
市
廛
百
姓
が
市
辺
に
住
み
、
強
引
な
買
い

取
り
や
殴
冤
（
無
実
を
う
つ
こ
と
）
が
絶
え
ず
、
主
殿
・
主
鷹
・
織
部
な
ど
の
寮
司

の
雑
色
・
駈
使
丁
が
、
市
司
の
官
人
を
詈
陵
（
の
の
し
り
、
し
の
ぐ
）
し
て
い
る
様

子
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
、
近
衛
や
兵
衛
は
、
衛
府
に
移
送
し
て
解
却
、
主
殿
・

主
鷹
・
織
部
な
ど
の
寮
司
の
雑
色
・
駈
使
丁
、
そ
し
て
犬
飼
・
餌
取
な
ど
は
所
属
す

る
本
司
を
経
る
こ
と
な
く
、
京
職
が
決
罰
す
る
権
限
を
獲
得
し
て
い
る
。
当
官
符
に

お
い
て
市
大
樹
氏
は
、
市
人
は
一
種
の
買
官
を
経
て
、
近
衛
・
兵
衛
・
家
人
な
ど
の

地
位
を
得
た
と
し
、
櫛
木
謙
周
氏
も
「
市
人
が
左
右
近
衛
・
兵
衛
な
ど
の
衛
府
ト
ネ

リ
と
な
っ
た
り
、
諸
司
・
諸
家
に
仕
え
た
り
す
る
こ
と
」
を
禁
止
し
た
も
の
と
解
釈

し
て
お
り
、
市
人
＝
「
近
衛
・
兵
衛
」
と
す
る
。
し
か
し
「
市
廛
」
と
は
、
市
中
の

商
店
や
邸
舎
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
⒜
「
市
廛
百
姓
」
＝
市
人
と
は
言
え
な
い
。
⒜

市
廛
百
姓
と
は
、
市
人
と
と
も
に
東
西
市
で
の
交
易
を
許
さ
れ
て
い
た
下
級
官
人
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
市
人
と
は
違
い
、
本
司
を
持
つ
下
級
官
人
で
あ
っ
た
た

め
に
、
京
職
も
市
司
も
手
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
京

（
39
）

（
40
）

（
41
）

⒜

（
42
）

（
43
）
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職
は
処
罰
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

〔
史
料
11
〕『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
九
月
四
日
太
政
官

符
　

太
政
官
符

　
　

応
レ
禁
―三
断
市
籍
人
仕
二
諸
司
諸
家
一
事

　
　

右
得
二
左
京
職
解
一
偁
。
凡
在
二
市
籍
一
者
。
市
司
所
二
統
摂
一
。
而
市
人
等
属
―二

仕
王
臣
家
一
不
レ
導
二
本
司
一
。
事
加
二
召
勘
一
則
称
二
高
家
従
者
一
。
要
結
二
衆
類
一
凌
―二

轢
官
人
一
。
違
乱
之
甚
、
無
レ
由
二
禁
止
一
。
望
請
。
施
二
厳
制
一
懲
二
将
来
一
者
。
右
大

臣
宣
。
奉　
レ
勅
。
朝
家
之
制
。
別
置
二
市
籍
一
者
、
専
事
二
商
賈
二
不
レ
預
二
他
業
一
也
。

而
今
如
聞
。
去
就
任
レ
意
好
仕
二
勢
家
一
。
勢
家
不
レ
加
二
関
閲
一
竊
自
容
遇
。
仮
以
二

威
権
一
擅
二
其
姧
濫
一
。
既
忘
二
司
存
一
似
レ
無
二
憲
法
一
。
是
而
不
レ
肅
、
豈
云
二
善
政
一
。

宜
二
一
切
禁
断
勿
一
レ
令
二
更
然
一
。
諸
司
諸
院
及
諸
家
知
而
不
レ
糺
。
責
二
其
知
レ
事
者
一

必
科
二
違
勅
罪
一
。
四
位
已
下
無
位
已
上
如
有
二
隠
仕
一
者
。
同
科
二
違
勅
罪
一
。
仍

須
下
録
二
其
犯
過
一
具
レ
状
申
上
レ
官
。
但
市
人
於
二
職
家
一
決
二
杖
八
十
一
。
右
京
職
亦

准
レ
此
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
観
六
年
九
月
四
日

　

こ
こ
で
は
⒜
「
市
籍
人
」
⒝
「
在
二
市
籍
一
者
」
⒞
「
市
人
」
と
あ
り
、〔
史
料

10
〕
と
は
異
な
り
、
市
人
自
身
が
諸
司
諸
家
に
仕
え
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
左
京
職
解
に
は
⒝「
凡
在
二
市
籍
一
者
。市
司
所
二
統
摂
一
」⒟「
別
置
二
市
籍
一
者
、

専
事
二
商
賈
一
不
レ
預
二
他
業
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
、
市
人
は
市
司
が
統
摂
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市
籍
を
別
に
設
け
て
い
る
の
は
、
商
売
を
専
ら
と
し
て
い
る
た

め
で
、
他
の
稼
業
に
就
い
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
。

　

市
人
ま
で
も
が
諸
司
諸
家
に
仕
え
、
本
司
に
随
わ
ず
、
召
喚
し
て
も
高
家
の
従
者

と
称
し
、
徒
党
を
組
ん
で
官
人
を
凌
轢
（
し
の
ぎ
き
し
る
、
し
の
ぎ
あ
う
）
し
て
い

る
状
況
で
あ
り
、〔
史
料
10
〕
よ
り
も
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。
中
央
政
府
は
こ
れ
に

対
し
、
市
人
を
仕
え
さ
せ
て
い
る
諸
司
諸
家
、
隠
れ
て
諸
司
諸
家
に
仕
え
る
⒠
「
四

位
已
下
無
位
以
上
」
に
、
違
勅
罪
を
科
す
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　

平
安
京
東
西
市
で
は
、〔
史
料
10
〕
に
あ
る
よ
う
に
交
易
に
携
わ
る
下
級
官
人
が
、

近
衛
や
兵
衛
な
ど
の
身
分
を
得
て
、
本
府
・
本
司
の
権
威
を
笠
に
き
て
市
司
官
人
を

詈
陵
し
、
市
の
秩
序
を
乱
し
て
い
た
。
さ
ら
に
〔
史
料
11
〕
か
ら
市
人
と
と
も
に
⒠

「
四
位
已
下
無
位
已
上
」
が
隠
れ
て
諸
司
諸
家
に
仕
え
、
そ
の
交
易
を
代
行
し
、
便

宜
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
ず
東
西
市
の
秩
序
を
乱
し
た
の

は
、
中
央
政
府
が
商
業
へ
の
進
出
を
促
し
た
下
級
官
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
市
司
と

従
属
関
係
に
な
か
っ
た
た
め
、
い
ち
早
く
そ
の
影
響
か
ら
脱
し
た
。
そ
し
て
〔
史
料

11
〕
に
あ
る
よ
う
に
市
司
に
保
護
さ
れ
従
属
し
て
い
た
市
人
も
、
次
第
に
諸
司
諸
家

と
結
び
つ
き
、
市
司
を
顧
み
な
く
な
っ
た
。
諸
司
諸
家
、
す
な
わ
ち
王
臣
家
は
、
九

世
紀
に
入
る
と
京
内
に
お
い
て
は
垣
を
穿
ち
水
を
引
く
な
ど
し
て
、
清
浄
で
あ
る
べ

き
京
を
汚
し
、さ
ら
に
清
掃
を
催
促
す
る
坊
令
に
対
捍
す
る
よ
う
に
な
る
。ま
た
畿
内

諸
国
に
お
い
て
は
、
富
豪
層
と
私
的
に
結
合
し
、
荘
園
経
営
を
活
発
に
行
っ
て
い
る
。

彼
ら
の
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
東
西
市
に
も
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

２　

平
安
京
東
西
市
の
衰
退

　

平
安
京
東
西
市
は
、『
拾
芥
抄
』
で
は
、
左
右
京
の
七
条
二
坊
の
三
・
四
・
五
・

六
坪
に
市
屋
と
内
町
が
あ
り
、
そ
の
四
周
に
は
外
町
が
二
坪
ず
つ
、
計
八
坪
付
属
し

て
い
る
。
ま
た
延
喜
東
西
市
式
に
は
、
東
西
市
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
が
み
ら

れ
、
平
安
京
東
市
に
は
東
絁

・
羅

な
ど
五
十
一

、
西
市
に
は
絹

・
錦
綾

な
ど
三
十
三

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
九
世
紀
に
な
る
と
大
規
模
な

造
営
事
業
・
写
経
事
業
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
か
つ
て
の
平
城
京
東
西
市
と
比
べ
る

と
衰
退
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
桓
武
天
皇
が
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
に
都
を
平

安
京
に
遷
し
た
後
は
再
び
遷
都
す
る
こ
と
は
な
く
、
今
更
一
部
一
切
経
書
写
が
宝
亀

七
年
（
七
七
六
）
六
月
に
終
息
す
る
と
、
以
後
は
大
規
模
な
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な

く
な
っ
た
。
物
資
の
需
要
が
減
り
、
経
済
は
停
滞
し
、
東
西
市
の
機
能
も
低
下
し
た

の
で
あ
る
。

⒜

⒝

⒞

⒟

⒠

（
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〔
史
料
12
〕『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
十
月
庚
辰
（
二
十
）
条

　

西
市
司
言
。
依
二
承
和
二
年
九
月
符
旨
一
。
錦
綾
。
絹
。
調
布
。
糸
。
綿
。
紵
。

染
物
。
縫
衣
。
續
麻
。
針
。
櫛
。
染
革
。
帯
幡
。
油
。
土
器
。
絹
冠
。
牛
廛
等
類

興
―二
販
於
西
市
一
。
而
東
市
司
論
云
。
𢮦
二
承
和
七
年
四
月
符
一
。
依
二
弘
仁
十
一
年

四
月
式
一
。
件
等
色
物
。
両
市
共
可
二
興
販
一
。
不
レ
可
二
更
度
一
。
今
百
姓
悉
遷
二
於
東
一
。

交
―二
易
件
物
一
。
市
廛
既
空
。
公
事
闕
怠
者
。
去
承
和
二
年
彼
此
中
折
。
施
行
既
訖
。

而
承
和
七
年
四
月
班
レ
式
之
日
。遺
漏
不
レ
改
。勅
。宜
レ
依
二
前
格
一
。不
レ
可
レ
據
レ
式
。

　

こ
こ
で
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
四
月
式
（『
弘
仁
式
』）
に
よ
り
錦
な
ど
の
十
七

品
目
は
両
市
で
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
九
月
で
こ
れ
ら
十

七
品
目
は
西
市
の
み
と
な
り
、同
七
年
四
月
符
で
は
再
び
両
市
で
扱
う
こ
と
と
な
り
、

同
九
年
十
月
勅
で
ま
た
西
市
の
み
が
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
⒜
「
今
百
姓
悉

遷
二
於
東
一
。
交
―二
易
件
物
一
。
市
廛
既
空
。
公
事
闕
怠
」
と
あ
る
よ
う
に
、
放
置
す

れ
ば
西
市
が
寂
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
承
和
二
年
に
西
市
の

専
売
品
目
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
す
で
に
両
市
を
維
持
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
延
喜
東
西
市
式

12
集
東
西
市
条
に
「
凡
毎
月
十
五
日
以
前
集
二
東
市
一
。
十
六
日
以
後
集
二
西
市
一
」

と
あ
る
よ
う
に
、
月
の
前
半
は
東
市
、
後
半
は
西
市
に
お
い
て
交
易
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
本
稿
の
要
旨
を
ま
と
め
た
い
。

〔
一
〕
東
西
市
に
お
い
て
は
、
売
り
手
と
買
い
手
と
の
間
で
常
に
価
格
交
渉
が
行
わ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
市
司
の
価
長
は
東
西
市
に
お
い
て
、
買
い
手
に
代
わ
っ
て
価
格

を
交
渉
し
て
い
た
。
ま
た
估
価
簿
は
、
交
渉
に
よ
り
合
意
に
い
た
っ
た
価
格
を
集
積

し
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
業
務
報
告
書
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
估
価
簿
に
記
さ

れ
た
価
格
が
、
実
際
の
価
格
交
渉
の
場
で
参
照
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
強

制
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

〔
二
〕
市
司
は
東
西
市
に
お
け
る
公
正
な
売
買
を
実
現
し
、
国
家
の
定
め
た
度
量
衡

や
銭
貨
の
法
定
価
値
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
、
販
売
品
・
計
量
器
具
の
不
正
や
私
鋳

銭
の
摘
発
な
ど
を
職
務
と
し
て
い
た
。す
な
わ
ち
東
西
市
で
の
交
易
を
監
視
す
る「
取

り
締
ま
り
」
の
官
司
で
あ
っ
た
。

〔
三
〕
市
人
は
市
籍
に
登
録
さ
れ
る
人
々
で
、
市
籍
人
と
も
呼
ば
れ
た
。
彼
ら
は
市

司
に
従
属
す
る
人
々
で
、
東
西
市
で
の
交
易
を
保
護
さ
れ
て
い
た
。
も
と
は
生
産
者

を
率
い
る
伴
造
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
生
産
者
は
物
資
を
国
家
に
貢
納
し
た
後
、
そ

の
余
剰
物
を
東
西
市
で
販
売
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
古
代
国
家
は
東
西
市
を
、
生
産

者
が
余
剰
物
を
持
ち
寄
る
場
と
し
て
設
定
し
た
の
で
あ
り
、
商
人
が
介
在
し
な
い
中

央
市
を
想
定
し
て
い
た
。

〔
四
〕
八
世
紀
は
大
造
営
時
代
で
あ
り
、
流
通
経
済
は
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。
中
央

政
府
は
東
西
市
の
物
資
不
足
を
補
う
た
め
、
下
級
官
人
や
地
方
豪
族
に
商
業
へ
の
進

出
を
促
し
、そ
の
結
果
、平
城
京
東
西
市
で
は
、市
人
と
と
も
に
多
く
の
下
級
官
人
・

地
方
豪
族
が
店
を
構
え
た
。
ま
た
貴
族
に
も
商
業
へ
の
進
出
を
期
待
し
、
長
屋
王
家

で
は
工
人
・
役
夫
に
対
し
、
京
内
で
飯
や
酒
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
。

〔
五
〕
平
安
京
東
西
市
で
は
市
人
と
下
級
官
人
・
地
方
豪
族
と
が
王
臣
家
に
仕
え
、

そ
の
保
護
を
う
け
て
交
易
す
る
よ
う
に
な
り
、
市
司
に
よ
る
統
制
が
難
し
く
な
っ
て

い
た
。ま
た
九
世
紀
以
降
は
大
規
模
な
造
営
事
業
や
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、

経
済
が
停
滞
し
、
承
和
二
年
に
は
東
市
・
西
市
の
両
市
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
困
難

に
な
っ
て
い
た
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
東
西
市
に
お
け
る
価
格
交
渉
に
注
目
し
、
市
司
の
活
動
や
市

人
・
下
級
官
人
の
交
易
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
た
八
世
紀
は
大
造
営
時
代
で
あ
り
、

空
前
の
好
景
気
に
よ
り
、
流
通
経
済
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
と
捉
え
た
。
忌
憚
の
な

い
ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

⒜（
47
）
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〔
註
〕

（
１
）　

栄
原
永
遠
男
ａ
「
奈
良
時
代
の
流
通
経
済
」
ｂ
「
東
西
市
と
律
令
制
」（『
奈
良
時

代
流
通
経
済
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
、
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
九
七
二
年
、

一
九
八
七
年
）。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
栄
原
氏
の
見
解
は
ｂ
論
文
に
よ
る
。

（
２
）　

櫛
木
謙
周
「
商
人
と
商
業
の
発
生
」（『
新
体
系
日
本
史
12
流
通
経
済
史
』
山
川
出

版
社
、
二
〇
〇
二
年
）。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
櫛
木
氏
の
見
解
は
当
論
文
に

よ
る
。

（
３
）　

舘
野
和
己「
市
と
交
易
―
平
城
京
東
西
市
を
中
心
に
」（『
列
島
の
古
代
史　

ひ
と
・

も
の
・
こ
と
４　

人
と
物
の
移
動
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）。
以
下
、
特
に
断
ら

な
い
限
り
、
舘
野
氏
の
見
解
は
当
論
文
に
よ
る
。

（
４
）　

宮
川
麻
紀
「
八
世
紀
に
お
け
る
諸
国
の
交
易
価
格
と
估
価
」（『
日
本
歴
史
』

七
七
八
、
二
〇
一
三
年
）。

（
５
）　

青
木
和
夫
氏
は
、「
流
通
経
済
が
展
開
し
て
い
な
か
っ
た
日
本
古
代
で
は
、
適
正
価

格
に
よ
る
商
行
為
自
体
が
一
つ
の
技
術
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
商
（
あ
き
）
じ
こ
る
、

即
ち
買
い
損
す
る
と
い
う
動
詞
も
あ
り（
万
葉
一
二
六
四
）、大
化
前
代
か
ら
商
長（
あ

き
お
さ
）、商
長
首
と
い
う
負
名
氏
が
い
た
」と
す
る（『
日
本
思
想
大
系　

律
令
』〈
岩

波
書
店
、
一
九
七
六
年
〉
職
員
令
内
蔵
寮
条
補
注
）。
ま
た
宮
川
麻
紀
氏
は
、
価
長
は

令
制
以
前
よ
り
交
易
の
統
括
に
あ
た
っ
て
い
た
氏
族
を
東
西
市
司
に
取
り
込
み
、
引

き
続
き
交
易
の
統
制
に
あ
た
ら
せ
た
も
の
と
す
る
（「
律
令
国
家
の
市
支
配
」『
ヒ
ス

ト
リ
ア
』
二
二
四
、
二
〇
一
一
年
）。

（
６
）　

以
下
、『
大
日
本
古
文
書
』
は
「
巻
ノ
頁
」
で
示
す
。

（
７
）　

以
下
、『
続
日
本
紀
』
は
『
続
紀
』
と
記
す
。

（
８
）　

吉
田
孝
「
律
令
時
代
の
交
易
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
）。
以
下
、
吉
田
氏
の
見
解
は
当
論
文
に
よ
る
。

（
９
）　

こ
の
估
価
簿
は
、公
式
令
83
文
案
条
に
お
い
て
永
久
保
存
が
規
定
さ
れ
る「
市
估
案
」

が
該
当
し
、『
延
喜
式
』
で
は
「
沽
価
帳
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
具
体
例
と
し
て

日
本
の
も
の
で
は
な
い
が
、
大
谷
探
検
隊
将
来
物
価
文
書
の
な
か
の
唐
の
天
宝
二
年

（
七
四
三
）
の
「
唐
天
宝
二
年
交
河
郡
市
估
案
」
が
あ
る
（
池
田
温
『
中
国
古
代
籍

帳
研
究　

概
観
・
録
文
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）。
延
喜
東
西
市
式
２
沽

価
帳
条
に
は
「
凡
毎
月
勘
―二
造
沽
価
帳
三
通
一
。
送
レ
職
。
職
押
署
即
以
二
職
印
一
印
レ
之
。

一
通
進
レ
官
。
一
通
留
レ
職
。
一
通
付
レ
司
」
と
あ
り
、
月
ご
と
に
三
通
が
造
ら
れ
、

京
職
が
署
名
、
捺
印
し
た
後
に
、
一
通
は
太
政
官
、
一
通
は
京
職
、
一
通
は
市
司
に

留
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
栄
原
氏
は
三
ヶ
月
に
一
度
だ
っ
た
も
の
が
、
一
ヶ

月
ご
と
に
な
っ
た
の
は
、
情
報
の
古
さ
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
す
る
（
前
掲

注
（
１
）
ｂ
論
文
）。

（
10
）　

中
村
修
也
「
估
価
法
の
性
格
と
そ
の
変
質
」（『
日
本
古
代
商
業
史
の
研
究
』
思
文

閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）、
吉
田
和
代
「
東
西
市
の
運
営
と
市
人

に
関
す
る
一
考
察
」（
門
脇
禎
二
編
『
日
本
古
代
国
家
の
展
開
』
下
、
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
五
年
）な
ど
。ま
た
宮
川
麻
紀
氏
は
、估
価
は
市
司
が
設
定
す
る
も
の
で
あ
り
、

市
司
が
置
か
れ
て
い
な
い
諸
国
に
は
估
価
が
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
（「
日

本
古
代
の
交
易
価
格
と
地
方
社
会
―
国
例
の
価
を
中
心
に
―
」『
史
学
雑
誌
』
一
二
一

ノ
一
二
、
二
〇
一
二
年
）。

（
11
）　

他
に
衛
門
府
に
は
三
〇
人
の
物
部
が
い
る
（
職
員
令
59
衛
門
府
条
）。

（
12
）　

ま
た
延
喜
東
西
市
式
８
決
罰
罪
人
条
に
は
「
凡
決
―二
罰
罪
人
一
者
。
官
人
与
レ
使

相
―二
対
楼
前
一
。
罸
レ
之
」
と
あ
り
、
罪
人
の
刑
罰
に
お
い
て
は
市
司
の
楼
の
前
で
、

官
人
と
使
と
が
相
対
し
て
執
行
さ
れ
た
。ま
た
実
際
に『
続
紀
』天
平
十
三
年（
七
四
一
）

三
月
庚
寅
（
九
）
条
に
「
東
西
両
市
決
杖
各
五
十
。
配
―二
流
伊
豆
三
嶋
一
」
と
あ
る
よ

う
に
、
小
野
東
人
が
藤
原
広
嗣
の
乱
の
関
係
者
と
し
て
、
東
西
両
方
の
市
に
お
い
て

杖
で
五
〇
回
ず
つ
打
た
れ
、
伊
豆
三
嶋
に
流
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

延
喜
左
右
京
式
49
銭
文
条
に
「
凡
銭
文
以
二
一
字
明
一
皆
令
二
通
用
一
。
若
有
二
択
棄

者
一
、
随
レ
状
科
責
」、
延
喜
雑
式
17
銭
文
不
明
条
に
も
「
凡
商
賈
之
輩
。
依
二
銭
文
不

明
一
。
嫌
而
不
レ
受
。
所
司
決
笞
」
と
あ
り
、
撰
銭
を
し
た
場
合
は
処
罰
さ
れ
た
。

（
14
）　

喜
田
新
六
「
奈
良
朝
に
於
け
る
銭
貨
の
価
値
と
流
通
と
に
就
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』

四
四
ノ
一
、
一
九
三
三
年
）。栄
原
永
遠
男「
律
令
中
央
財
政
と
日
本
古
代
銭
貨
」（『
日

本
古
代
銭
貨
流
通
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
八
一
年
）。

（
15
）　
『
続
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
正
月
丙
子
（
二
十
九
）
条
に
「
以
二
銀
一
両
一

当
二
百
銭
一
」、
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
五
月
己
未
（
十
五
）
条
に
「
以
二
穀
六
升
一
当
二

銭
一
文
一
」、
同
五
年
十
二
月
辛
丑
（
七
）
条
に
「
宜
下
以
二
銭
五
文
一
、
准
中
布
一
常
上
」

と
あ
る
。
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（
16
）　

和
同
開
珎
は
和
銅
元
年
八
月
に
発
行
さ
れ
た
が
、『
続
紀
』
同
四
年
十
月
甲
子

（
二
十
三
）
条
に
は
「
於
レ
律
、
私
鋳
猶
レ
軽
二
罪
法
一
。
故
権
立
二
重
刑
一
、
禁
―二
断
未

然
一
。
凡
私
鋳
レ
銭
者
斬
、
従
者
没
官
、
家
口
皆
流
（
略
）」
と
あ
り
、
私
鋳
銭
の
首
犯

は
斬
と
な
り
、
こ
れ
は
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
二
月
十
五
日
の
勅
で
遠
流
に
減

刑
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
（『
続
紀
』
宝
亀
十
一
年
十
一
月
壬
戌
（
二
）
条
、
栄
原
氏
前

掲
注
（
14
）
論
文
）。

（
17
）　

和
銅
五
年
（
七
一
二
）
十
二
月
に
史
生
各
二
員
が
置
か
れ
て
い
る
（『
続
紀
』
同
年

十
二
月
己
酉
〈
十
五
〉
条
）。

（
18
）　
『
平
城
宮
木
簡
一
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
六
九
年
。

（
19
）　

舘
野
氏
前
掲
注
（
３
）
論
文
。
当
初
は
、
官
司
の
必
要
に
応
じ
て
市
司
が
物
品
を

購
入
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
（〔
史
料
４
〕）、
西
市
司
が
西
市
で
交
易
す
る
た

め
の
銭
と
考
え
ら
れ
て
い
た（
佐
藤
信「
平
城
京
の
東
西
市
」「
平
城
京
と
貴
族
社
会
」、

と
も
に
『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
〉
所
収
。
初
出

は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
二
年
、
一
九
九
〇
年
）。

（
20
）　

早
川
庄
八
「
律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
」（『
日
本
古
代
の
財
政
制
度
』
名
著

刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
、
一
九
六
五
年
）。
鬼
頭
清
明
「
八
、九
世
紀
に
お
け

る
出
挙
銭
の
存
在
形
態
」（『
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七

年
、
初
出
一
九
六
八
年
）。
栄
原
氏
前
掲
注
（
１
）
ａ
ｂ
論
文
。

（
21
）　

山
本
幸
男
「
天
平
宝
字
二
年
の
御
願
経
書
写
」（『
写
経
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
九
三
～
九
六
年
）。

（
22
）　
「
／
」
は
、
改
行
を
示
す
。

（
23
）　

千
手
千
眼
并
新
羂
索
薬
師
経
料
銭
并
衣
紙
等
納
帳
の
八
月
六
日
条
（『
大
日
本
古
文

書
』
未
収
、
続
々
修
八
ノ
九
、
第
４
紙
）。
山
本
氏
前
掲
注
（
21
）
論
文
。

（
24
）　

栄
原
永
遠
男
『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。
山
下
有
美
『
正

倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
。

（
25
）　

栄
原
永
遠
男
「
正
倉
院
文
書
と
続
日
本
紀
」（
石
上
英
一
・
加
藤
友
康
・
山
口
英
男

編
『
古
代
文
書
論
―
正
倉
院
文
書
と
木
簡
・
漆
紙
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
九
年
）。

（
26
）　

栄
原
永
遠
男
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
27
）　

栄
原
永
遠
男
「
奈
良
時
代
の
遠
距
離
交
易
」（『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研
究
』

塙
書
房
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）、
白
石
ひ
ろ
子
「『
霊
異
記
』
か
ら
み

た
遠
距
離
交
易
」（『
日
本
霊
異
記
の
原
像
』
角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
櫛
木
氏
前

掲
注
（
２
）
論
文
、
中
村
太
一
「
日
本
古
代
の
交
易
者　

目
的
と
そ
の
類
型
」（『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
三
、
二
〇
〇
四
年
）、
舘
野
氏
前
掲
注
（
３
）

論
文
、
荒
井
秀
規
「
律
令
制
下
の
交
易
と
交
通
」（
舘
野
和
己
・
出
田
和
久
編
『
日
本

古
代
の
交
通
・
交
流
・
情
報
２　

旅
と
交
易
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
。

（
28
）　

白
石
氏
前
掲
注
（
27
）
論
文
。

（
29
）　

延
暦
二
年
三
月
二
十
二
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
）
で
は
、
大
宰
府
の

調
綿
を
貢
上
す
る
船
に
水
脚
の
粮
以
外
の
私
物
を
載
せ
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
延
暦
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
）
に

引
く
天
平
十
八
年
七
月
二
十
一
日
太
政
官
符
で
は
、
豊
前
国
草
野
津
、
豊
後
国
国
埼
・

坂
門
な
ど
の
津
よ
り
意
に
任
せ
て
往
来
し
、
ほ
し
い
ま
ま
に
国
の
物
品
を
船
で
運
ぶ

「
官
人
・
百
姓
・
商
旅
之
徒
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
30
）　

松
原
弘
宣「
地
域
交
易
圏
の
形
成
と
交
通
形
態
」（『
日
本
古
代
水
上
交
通
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
八
二
年
）。

（
31
）　

宮
川
氏
前
掲
注
（
４
）
論
文
。

（
32
）　

喜
田
氏
前
掲
注
（
14
）
論
文
。

（
33
）　

以
下
、『
類
聚
三
代
格
』
は
『
三
代
格
』
と
記
す
。

（
34
）　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
七
月
辛
亥
（
二
十
二
）
条
に
は
「
生
江
臣

家
道
女
、
逓
―二
送
於
本
国
一
。
家
道
女
、
越
前
国
足
羽
郡
人
。
常
於
二
市
鄽
一
、
妄
説
二

罪
福
一
。
眩
―二
惑
百
姓
一
。
世
号
曰
二
越
優
婆
夷
一
」
と
あ
り
、
越
前
国
足
羽
郡
人
で
あ

る
生
江
家
道
女
が
、
常
に
市
鄽
に
お
い
て
百
姓
に
罪
福
を
説
き
、
惑
わ
せ
た
た
め
、

本
国
に
強
制
送
還
さ
れ
て
い
る
。
生
江
家
道
女
は
、
天
平
勝
宝
九
歳
（
七
五
七
）
五

月
二
日
に
母
の
大
田
女
と
と
も
に
経
文
を
貢
上
し
て
お
り
（
十
二
ノ
二
九
二
～

二
九
三
）、
同
族
と
思
わ
れ
る
生
江
臣
東
人
は
、
造
東
大
寺
司
史
生
か
ら
足
羽
郡
大
領

に
な
っ
て
お
り
（
五
ノ
五
四
三
～
五
四
四
）、
ま
た
同
郡
少
領
に
は
生
江
臣
国
立
が
い

る
（
四
ノ
三
六
六
）。
彼
女
が
頻
繁
に
東
西
市
に
出
没
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
地

方
豪
族
で
あ
る
生
江
臣
氏
が
東
西
市
で
交
易
し
、
そ
の
拠
点
が
近
く
に
あ
っ
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
35
）　

左
京
八
条
三
坊
に
あ
っ
た
「
調
邸
」
は
、
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
に
相
模
国
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か
ら
造
東
大
寺
司
に
売
却
さ
れ
、「
東
市
庄
」
と
な
っ
た
（
四
ノ
八
三
・
一
一
四
）。

栄
原
永
遠
男
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
調
邸
は
調
庸
物
を
保
管
し
、
運
脚
を
宿
泊
さ
せ
る

と
と
も
に
、
諸
国
に
お
い
て
仕
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
品
目
を
東
西
市
で
購

入
す
る
役
割
が
あ
っ
た
と
す
る
が
（
前
掲
注
（
１
）
ａ
論
文
）、
舘
野
和
己
氏
は
、
郡

司
な
ど
の
地
方
豪
族
層
の
交
易
活
動
の
拠
点
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
（「
相
模

国
調
邸
と
東
大
寺
領
東
市
庄
」『
日
本
古
代
の
交
通
と
社
会
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、

初
出
一
九
八
八
年
）。

（
36
）　

栄
原
永
遠
男
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
難
波
荘
近
く
に
土
地
を
入
手
し

た
漆
部
直
伊
波
は
、
天
平
二
十
年
に
二
万
段
の
商
布
を
献
上
し
て
、
外
五
位
下
に
叙

さ
れ
（『
続
紀
』
同
年
二
月
壬
戌
〈
二
十
二
〉
条
）、
こ
れ
以
降
、
中
央
の
官
職
や
国

司
を
歴
任
し
、
神
護
景
雲
二
年
に
相
模
国
造
と
な
っ
て
い
る
（『
続
紀
』
同
年
二
月
戊

寅
〈
三
〉
条
、
前
掲
注
（
27
）
論
文
）。

（
37
）　

櫛
木
氏
は
『
唐
令
拾
遺
補
』
復
原
雑
令
二
二
条
〔
開
元
二
五
年
令
〕
の
「
諸
諸
王
・

公
主
及
官
人
、
不
レ
得
下
遣
二
親
事
・
帳
内
・
邑
司
、
奴
客
・
部
曲
等
一
、
在
二
市
肆
一
興

販
、
及
於
二
邸
店
一
沽
賣
・
出
挙
。
其
遣
レ
人
於
外
處
、
賣
買
給
レ
家
、
非
二
商
利
一
者
、

不
レ
在
二
此
例
一
」
を
用
い
て
比
較
し
て
い
る
。
一
方
、
天
聖
令
の
雑
令
二
二
（
宋
令

30
）
は
「
諸
王
・
公
主
及
官
人
、
不
レ
得
下
遣
二
官
属
・
親
事
・
奴
客
・
部
曲
等
一
、

在
二
市
肆
一
興
販
、
及
於
二
邸
店
一
沽
賣
・
出
挙
。
其
遣
レ
人
於
外
處
賣
買
給
レ
家
、
非
二

商
利
一
者
、
不
レ
在
二
此
例
一
」
な
の
で
（『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
證　

附
唐
令

復
原
研
究
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）、
後
述
す
る
櫛
木
氏
の
指
摘
は
有
効
で
あ
る
。

（
38
）　

関
根
真
隆
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
。

（
39
）　

櫛
木
謙
周
「
長
屋
王
家
の
消
費
と
流
通
経
済　

労
働
力
編
成
と
貨
幣
・
物
価
を
中

心
に
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
九
二
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
40
）　

中
村
氏
前
掲
注
（
27
）
論
文
。

（
41
）　

中
国
漢
代
に
お
い
て
は
、
市
人
と
は
、
商
人
・
工
・
医
・
卜
相
・
巫
・
方
技
・
游

俠
・
亡
命
・
流
民
・
刑
人
の
総
称
で
、
こ
の
う
ち
市
内
に
店
舗
を
も
つ
商
人
は
、
市

籍
と
い
う
名
簿
（
営
業
登
録
簿
）
に
登
録
さ
れ
て
市
籍
人
と
呼
ば
れ
、
官
吏
に
な
る

資
格
を
持
た
ず
、
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

（
美
川
修
一
「
漢
代
の
市
籍
に
つ
い
て
」『
古
代
学
』
一
五
ノ
三
、一
九
六
九
年
）、
中

村
修
也
氏
は
、
日
本
古
代
の
市
人
は
そ
の
多
く
が
民
間
商
人
で
あ
っ
た
と
し
、
市
籍

人
は
官
人
層
で
あ
る
と
す
る
（「
市
人
・
市
籍
人
と
市
の
構
造
」『
日
本
古
代
商
業
史

の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）。

（
42
）　

市
大
樹
「
九
世
紀
畿
内
地
域
の
富
豪
層
と
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
六
三
、一
九
九
九
年
）。

（
43
）　

中
村
修
也
氏
は
、「
市
廛
百
姓
」
の
多
く
が
近
衛
府
・
兵
衛
府
に
仕
え
る
下
級
職
員

で
あ
り
、
彼
ら
が
解
却
さ
れ
る
理
由
が
商
業
行
為
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、「
商
業
を
行

う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、『
市
廛
百
姓
』
は
市
籍
人
と
し
て
の
条
件

を
備
え
て
い
る
」
と
し
、
市
籍
人
は
下
級
な
が
ら
官
司
に
仕
え
る
人
々
と
す
る
（
前

掲
注
（
41
）
論
文
）。

（
44
）　

弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
十
一
月
五
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
）。
櫛

木
謙
周「
都
城
に
お
け
る
支
配
と
住
民
―
都
市
権
門
・
賤
民
形
成
の
歴
史
的
前
提
―
」、

「
古
代
国
家
の
都
市
政
策
―
清
掃
の
制
を
中
心
に
―
」（『
日
本
古
代
の
首
都
と
公
共

性
―
賑
給
、
清
掃
と
除
災
の
祭
祀
・
習
俗
―
』
塙
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
は
そ

れ
ぞ
れ
、
一
九
八
四
年
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
45
）　

天
長
九
年
（
八
三
二
）
十
一
月
二
十
九
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻

二
十
）。
拙
稿
「
京
職
の
末
端
支
配
と
そ
の
変
遷
―
「
都
市
民
」
の
成
立
を
中
心
に
―
」

（『
古
代
日
本
の
京
職
と
京
戸
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）。

（
46
）　

市
氏
前
掲
注
（
42
）
論
文
。

（
47
）　

佐
藤
信「
平
安
京
東
西
市
と
延
喜
式
」（『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）。


